
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なる周波数のキャリア及び複数の異なる拡散符号を用いたＣＤＭＡ方式の無線
信号を受信し 受信信号をキャリア毎に所定のレベルに増幅し キャリア毎の信号を逆拡
散するＣＤＭＡ無線基地局であって、
　 信信号を分配する分配器と、分配された信号からキャリア毎の信号を抽出する

と、抽出した信号を所定のレベルに増幅する増幅器と、増幅器から出力される各キャリ
アの信号を合成する合成器と
　 から出力される合成信号から逆拡散対象となるキャリアの信号を抽出する抽出手
段と、抽出した信号を拡散符号により逆拡散する逆拡散手段と、
　を備えたことを特徴とするＣＤＭＡ無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のキャリア及び複数の拡散符号を用いたＣＤＭＡ方式の無線信号を受信す
るＣＤＭＡ無線基地局に関し、特に、受信信号をキャリア毎に増幅する無線処理部とキャ
リア毎の信号を逆拡散する複数のベースバンド処理部とを接続する構成を簡易にしたＣＤ
ＭＡ無線基地局に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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例えばＣＤＭＡ方式を採用した移動通信システムでは、ＣＤＭＡ無線基地局が複数の移動
局との間で同時に無線通信することが行われる。移動局からＣＤＭＡ無線基地局への通信
では、移動局が固有の拡散符号により変調した信号を無線送信する一方、ＣＤＭＡ無線基
地局では移動局から受信した信号を周波数シンセサイザとミキサにより所定の中間周波数
信号へ変換し、当該信号の利得制御を行い、当該信号を例えば直交復調した後にベースバ
ンド処理部により当該信号を逆拡散する。
【０００３】
ＣＤＭＡ方式では例えば複数の異なる拡散符号により１つのキャリアを多重化して用いる
ため、上記したＣＤＭＡ無線基地局では拡散符号により多重化された受信信号から希望す
る拡散符号に対応する信号を選択して復調等する必要がある。このため、ＣＤＭＡ無線基
地局には、例えばシステムにおける最大多重数（異なる拡散符号の数）と対応して当該最
大多重数と同数のベースバンド処理部が備えられる。
【０００４】
また、ＣＤＭＡ方式では或る拡散符号により変調した信号に対して他の拡散符号により変
調した信号が干渉信号となってしまうため、１つのキャリアのみでは通信品質を保ちなが
ら拡散符号により多重化することができる数が限定されてしまう。このため、上記したよ
うなシステムでは、複数の異なる周波数のキャリアを用いることが行われ、例えば各キャ
リア毎を複数の異なる拡散符号により多重化することが行われる。
【０００５】
ここで、例えば１つの周波数シンセサイザ及び１つのミキサを用いて受信信号を中間周波
数信号へ変換するＣＤＭＡ無線基地局では、周波数シンセサイザの設定周波数を可変にす
ることにより同一セル内で異なるキャリアの信号を受信することが可能であるが、この構
成では、同時に異なるキャリアの信号を受信することはできない。このため、従来では、
上記した周波数シンセサイザやミキサを含んで構成される高周波処理部を複数系列備える
ことにより、例えば同一セル内で同時に異なるキャリアの信号を受信することを可能とす
る構成が考えられていた。
【０００６】
図３には、このようなＣＤＭＡ無線基地局の無線処理部や複数のベースバンド処理部の構
成例を示してある。
無線処理部では、まず、アンテナ１１で無線受信された信号がＲＦフィルタ１２、１４や
低雑音増幅器１３を介して分配器１５に入力され、分配器１５が当該受信信号を分配して
複数のミキサＭ１～Ｍｊへ出力する。
【０００７】
次に、ミキサＭ１～Ｍｊでは分配器１５から入力された受信信号とＰＬＬシンセサイザＬ
１～Ｌｊから入力される周波数信号とを混合してＩＦフィルタＩ１～Ｉｊへ出力する。こ
こで、この混合により各ミキサＭ１～Ｍｊではそれぞれ受信信号から抽出しようとするキ
ャリアの信号が一定の中間周波数の信号へ変換される。なお、抽出するキャリアの選択は
、例えば各ＰＬＬシンセサイザＬ１～Ｌｊから出力する信号周波数の設定により行われる
。
【０００８】
各ミキサＭ１～Ｍｊに接続されたＩＦフィルタＩ１～Ｉｊは全て上記した同一の中間周波
数の信号のみを通過させる特性を有しており、すなわち、各ＩＦフィルタＩ１～Ｉｊから
は各ミキサＭ１～Ｍｊで選択されたキャリアの信号が抽出されて出力される。
そして、各ＩＦフィルタＩ１～Ｉｊから出力されたキャリア毎の信号は利得制御回路（Ｃ
ＯＮＴ）Ｔ１～Ｔｊ及び可変利得増幅器Ｚ１～Ｚｊにより所定のレベルに増幅され、ＰＬ
Ｌシンセサイザ１６及び直交検波器（Ｑ－ＤＥＴ）Ｅ１～Ｅｊにより直交復調されてキャ
リア選択スイッチ部１７へ出力される。
【０００９】
また、キャリア選択スイッチ部１７には複数のベースバンド処理部が接続されており、各
ベースバンド処理部では、拡散符号生成器Ｇ１～Ｇｋが生成した拡散符号（ＣＯＤＥ）を
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逆拡散処理部Ｒ１～Ｒｋへ出力し、逆拡散処理部Ｒ１～Ｒｋがキャリア選択スイッチ部１
７から入力されたキャリア毎の信号を当該拡散符号により逆拡散して信号処理部１８へ出
力することが行われる。なお、例えばベースバンド処理部は異なる拡散符号の数と同数備
えられており、各ベースバンド処理部の拡散符号生成器Ｇ１～Ｇｋではそれぞれ異なる拡
散符号を出力する。
【００１０】
上記したキャリア選択スイッチ部１７では、無線処理部の各直交検波器Ｅ１～Ｅｊから入
力されるキャリア毎の信号の出力経路を切替えて、当該信号の出力先となるベースバンド
処理部を切替えることを行う。すなわち、キャリア選択スイッチ部１７を備えることで、
各ベースバンド処理部により逆拡散するキャリアを任意に選択することが可能となり、例
えば同時に異なるキャリアの信号を受信することも可能となる。このように上記図３に示
したＣＤＭＡ無線基地局では、無線処理部と複数のベースバンド処理部との間にキャリア
選択スイッチ部１７を備えることが必要となる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば上記図３に示したような従来のＣＤＭＡ無線基地局では、上記した
ように無線処理部と複数のベースバンド処理部との間にスイッチ（例えば上記したキャリ
ア選択スイッチ部１７）を備える必要があったため、無線処理部と複数のベースバンド処
理部とを接続する構成が複雑になってしまうといった不具合があった。なお、このような
不具合は、特にキャリアの数が多い場合やベースバンドのチャネル（コード）数が多い場
合に顕著であり、スイッチが非常に複雑な回路や配線を有するものとなってしまう。また
、キャリア数等によっては、例えばハードウエア的にスイッチを構成することが実現不可
能となる場合も起こり得る。
【００１２】
本発明は、このような従来の課題を解決するためになされたもので、複数の異なる周波数
のキャリア及び複数の異なる拡散符号を用いたＣＤＭＡ方式の無線信号を受信して逆拡散
等するに際して、例えば従来例に係る上記図３に示したようなスイッチ（キャリア選択ス
イッチ部１７）を備える必要がなく、受信信号をキャリア毎に所定のレベルに増幅する無
線処理部とキャリア毎の信号を逆拡散する複数のベースバンド処理部とを接続する構成を
簡易にしたＣＤＭＡ無線基地局を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明に係るＣＤＭＡ無線基地局では、複数の異なる周波数の
キャリア及び複数の異なる拡散符号を用いたＣＤＭＡ方式の無線信号を受信し、次のよう
にして、無線処理部により受信信号をキャリア毎に所定のレベルに増幅し、複数のベース
バンド処理部によりキャリア毎の信号を逆拡散する。
すなわち、無線処理部では、分配器が受信信号を分配し、周波数フィルタが分配された信
号からキャリア毎の信号を抽出し、増幅器が抽出されたキャリア毎の信号を所定のレベル
に増幅し、合成器が増幅器から出力される各キャリアの信号を合成する。そして、各ベー
スバンド処理部では、無線処理部の合成器から出力される合成信号を入力し、抽出手段が
当該合成信号から逆拡散対象となるキャリアの信号を抽出し、逆拡散手段が抽出した信号
を拡散符号により逆拡散する。
【００１４】
従って、無線処理部から複数のベースバンド処理部のそれぞれへ上記した合成信号を出力
し、各ベースバンド処理部がそれぞれ合成信号から逆拡散対象となるキャリアの信号を抽
出する構成であるため、例えば従来例に係る上記図３に示したような複雑なスイッチ（キ
ャリア選択スイッチ部１７）を備える必要はなく、無線処理部と複数のベースバンド処理
部とを接続する構成を簡易にすることができる。また、このような構成により、例えば複
数の異なる周波数のキャリア信号を同時に受信処理（増幅処理や逆拡散処理等）すること
も可能である。
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【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明に係る一実施例を図面を参照して説明する。
図１には、本発明に係るＣＤＭＡ無線基地局の要部である無線処理部及び複数のベースバ
ンド処理部の一例を示してある。なお、本例のＣＤＭＡ無線基地局は、例えば複数の異な
る周波数のキャリア及び複数の異なる拡散符号を用いたＣＤＭＡ方式を採用する移動通信
システムに備えられており、例えば複数の移動局と無線通信することを行う。また、この
方式では、例えば各キャリアが複数の異なる拡散符号により多重化されて用いられる。
【００１６】
まず、無線処理部の構成例を説明する。
上記図１に示したＣＤＭＡ無線基地局の無線処理部には、無線信号を送受信するアンテナ
１と、例えばシステムで規定されるサービス帯域の信号のみを通過させるＲＦフィルタ２
、４と、信号を増幅する低雑音増幅器３と、所定の周波数の信号を出力するＰＬＬシンセ
サイザ５と、信号を混合するミキサ（周波数変換ミキサ）６と、信号を分配する分配器７
と、所定の周波数の信号のみを抽出する複数のキャリア選択フィルタ（ＩＦフィルタ）Ｆ
１～Ｆｎと、信号を増幅する複数の可変増幅器Ａ１～Ａｎと、フィードフォワードにより
各可変増幅器Ａ１～Ａｎを制御する複数の利得制御回路（ＣＯＮＴ）Ｃ１～Ｃｎと、信号
を合成する合成器８とが備えられている。
【００１７】
なお、キャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎと可変利得増幅器Ａ１～Ａｎと利得制御回路Ｃ１
～Ｃｎは同数（本例ではｎ個）備えられており、１つのキャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎ
と１つの可変利得増幅器Ａ１～Ａｎと１つの利得制御回路Ｃ１～Ｃｎを有する信号処理経
路が分配器７と合成器８との間に複数構成されている。
【００１８】
アンテナ１は例えば移動局から送信された無線信号を受信する機能を有している。
図２（ａ）には本例のＣＤＭＡ無線基地局のアンテナ１により受信される信号のスペクト
ラムの一例を示してあり、同図に示したグラフの横軸は信号の周波数（ＭＨｚ）を示し、
縦軸は信号の電力レベルを示している。同図（ａ）に示した例では、システムで規定され
たキャリア間隔（本例では５ＭＨｚ）で設けられた４つのキャリア信号（本例では中心周
波数が８０５ＭＨｚ、８１０ＭＨｚ、８１５ＭＨｚ、８２０ＭＨｚのＲＦ信号）が周波数
多重化されて受信されている。
【００１９】
なお、図２（ａ）～（ｄ）では示していないが、各キャリアは拡散符号により多重化され
ているため、各キャリアの受信信号は上記した中心周波数を中心として所定の帯域幅を有
している。
また、各キャリアの信号は例えば異なる位置に存在する移動局から空中を伝播してくる信
号であるため、例えば上記図２（ａ）に示したように、それぞれ電力レベルはまちまちと
なる。
【００２０】
ＲＦフィルタ２はアンテナ１により受信した信号中のサービス帯域（すなわち、通信に用
いている帯域）の信号のみを通過させて低雑音増幅器３へ出力する機能を有している。
低雑音増幅器３はＲＦフィルタ２から入力した信号を増幅してＲＦフィルタ４へ出力する
機能を有している。
ＲＦフィルタ４は、上記したＲＦフィルタ２と同様に、低雑音増幅器３から入力した信号
中のサービス帯域の信号のみを通過させてミキサ６へ出力する機能を有している。
【００２１】
ＰＬＬシンセサイザ５は所定の周波数（本例では８００ＭＨｚ）の信号（ローカル（ＬＯ
）信号）をミキサ６へ出力する機能を有している。
ミキサ６はＰＬＬシンセサイザ５から入力されるローカル信号とＲＦフィルタ４から入力
される受信信号とを混合することにより、当該受信信号に含まれる各キャリア毎の信号を
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それぞれに対応する中間周波数の信号（ＩＦ信号）へ変換して分配器７へ出力する機能を
有している。なお、この変換処理は、例えばサービス帯域内に多重化された各キャリア信
号の電力レベルの比を変化させることなく行われる。
【００２２】
図２（ｂ）にはミキサ６に入力される信号のスペクトラムの一例を示してあり、図２（ｃ
）にはミキサ６から出力される信号のスペクトラムの一例を示してあり、これらの図に示
したグラフの横軸は信号の周波数（ＭＨｚ）を示し、縦軸は信号の電力レベルを示してい
る。
同図（ｃ）に示した例では、４つのキャリア信号がそれぞれ異なる中間周波数の信号（本
例では中心周波数が５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、２０ＭＨｚのＩＦ信号）へ変換
されている。
【００２３】
分配器７はミキサ６から入力した信号を分配して各キャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎへ出
力する機能を有している。
本例では、この分配器７により、受信信号を分配する分配器が構成されている。
各キャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎはそれぞれ抽出しようとするキャリアの中間周波数信
号のみを通過させる一方、他のキャリアの中間周波数信号や不要な周波数成分の信号を十
分に低いレベルに減衰させる特性を有しており、分配器７から入力した信号に含まれる所
定のキャリア信号（中間周波数信号）のみを抽出して可変利得増幅器Ａ１～Ａｎへ出力す
る機能を有している。
【００２４】
ここで、本例では、例えば通信に用いられるキャリアの数と同数のキャリア選択フィルタ
Ｆ１～Ｆｎが備えられており、各キャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎはそれぞれキャリア間
隔毎に離れた異なるキャリアの中間周波数信号を通過させる特性を有している。すなわち
、本例では、分配器７から出力される信号が各キャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎを通過す
ることにより、当該信号に含まれるキャリア毎の中間周波数信号がそれぞれ分離されて抽
出される。
本例では、このキャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎにより、分配された信号からキャリア毎
の信号を抽出する周波数フィルタが構成されている。
【００２５】
なお、本例ではキャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎを通信に用いられるキャリアの数と同数
備えたが、キャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎや後述する可変利得増幅器Ａ１～Ａｎや利得
制御回路Ｃ１～Ｃｎの数としては必ずしもキャリア数と同数でなくともよい。一例として
、キャリア選択フィルタにより通過させる信号の周波数を可変に設定することができる構
成とすれば、キャリア選択フィルタの数をキャリア数未満とすることも可能である。
【００２６】
各可変利得増幅器Ａ１～Ａｎは、後述する利得制御回路Ｃ１～Ｃｎからの制御に従ってキ
ャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎから入力したキャリア毎の信号をキャリア毎に一定の振幅
レベルに増幅し、増幅した信号を合成器８へ出力する機能を有している。
各利得制御回路Ｃ１～Ｃｎはキャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎから出力されるキャリア毎
の信号の一部を入力し、当該信号のレベルに基づいて可変利得増幅器Ａ１～Ａｎの利得を
制御する機能を有している。
【００２７】
本例では、上記した利得制御回路Ｃ１～Ｃｎにより制御されてキャリア毎の信号を一定の
振幅レベルに増幅する可変利得増幅器Ａ１～Ａｎにより、抽出した信号を所定のレベルに
増幅する増幅器が構成されている。
なお、本例のように全てのキャリア信号を同じ振幅レベルに増幅する構成ばかりでなく、
例えばキャリア毎に信号を異なる振幅レベルに増幅する構成が用いられてもよい。
【００２８】
合成器８は各可変増幅器Ａ１～Ａｎから入力したキャリア毎の信号を合成し、合成信号を
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例えば１本の信号線によりベースバンド処理部へ出力する機能を有している。
本例では、この合成器８により、増幅器から出力される各キャリアの信号を合成する合成
器が構成されている。
【００２９】
図２（ｄ）には合成器８から出力される合成信号のスペクトラムの一例を示してあり、同
図に示したグラフの横軸は信号の周波数（ＭＨｚ）を示し、縦軸は信号の電力レベルを示
している。
同図（ｄ）に示した例では、４つのキャリアの中間周波数信号が同じレベルの信号に増幅
されており、これらの信号が周波数多重化されて合成信号が構成されている。
【００３０】
次に、複数のベースバンド処理部の構成例を説明する。なお、本例では、各ベースバンド
処理部は全て同様なハードウエア構成であるため、これらをまとめて説明する。
上記図１に示したＣＤＭＡ無線基地局の各ベースバンド処理部には、所定の周波数の信号
を出力するＰＬＬシンセサイザＰ１～Ｐｍと、キャリア毎の信号を直交検波する直交検波
器（Ｑ－ＤＥＴ）Ｑ１～Ｑｍと、拡散符号（ＣＯＤＥ）を生成する拡散符号生成器Ｓ１～
Ｓｍと、キャリア毎の信号を逆拡散する逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍとが備えられている。ま
た、同図には、複数のベースバンド処理部に共通に備えられた信号処理部９を示してある
。
【００３１】
ＰＬＬシンセサイザＰ１～Ｐｍは所定の周波数の信号を直交検波器Ｑ１～Ｑｍへ出力する
機能を有している。
直交検波器Ｑ１～Ｑｍは無線処理部の合成器８から出力された合成信号を入力し、ＰＬＬ
シンセサイザＰ１～Ｐｍから入力した信号を用いて当該合成信号から逆拡散対象となるキ
ャリアの中間周波数信号のみを直交復調して逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍへ出力する機能を有
している。
【００３２】
ここで、本例では好ましい態様として、ＰＬＬシンセサイザＰ１～Ｐｍからの出力信号の
周波数が可変に設定され得る構成を用いており、本例のＣＤＭＡ無線基地局では、例えば
通信相手となる移動局との無線通信に用いられるキャリア（周波数）等に応じて各ＰＬＬ
シンセサイザＰ１～Ｐｍの出力周波数を制御することにより、各ベースバンド処理部で直
交検波等するキャリアを任意に選択することができる。
【００３３】
本例では、上記した直交検波器Ｑ１～ＱｍがＰＬＬシンセサイザＰ１～Ｐｍからの信号を
用いて合成信号から逆拡散対象となるキャリアの信号を抽出（直交復調）することにより
、無線処理部の合成器から出力される合成信号から逆拡散対象となるキャリアの信号を抽
出する抽出手段が構成されている。
なお、例えばベースバンド処理部がキャリアの数以上備えられていて、各キャリアの信号
がいずれかのベースバンド処理部で必ず抽出されるような構成が用いられる場合には、必
ずしも各ベースバンド処理部で抽出するキャリアが可変に制御され得る構成が用いられな
くともよい。
【００３４】
拡散符号生成器Ｓ１～Ｓｍは所定の拡散符号を生成して逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍへ出力す
る機能を有している。
逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍは拡散符号生成器Ｓ１～Ｓｍから入力した拡散符号を用いて直交
検波器Ｑ１～Ｑｍから入力したキャリア毎の信号を逆拡散（復調）し、逆拡散した信号（
復調データ）を信号処理部９へ出力する機能を有している。
【００３５】
本例では、この逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍが拡散符号生成器Ｓ１～Ｓｍからの拡散符号を用
いてキャリア毎の信号を逆拡散することにより、抽出した信号を拡散符号により逆拡散す
る逆拡散手段が構成されている。
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なお、各拡散符号生成器Ｓ１～Ｓｍにより生成する拡散符号が可変に設定され得る構成を
用いることもでき、このような構成を用いた場合には、本例のＣＤＭＡ無線基地局では、
例えば通信相手となる移動局との無線通信に用いられる拡散符号等に応じて各拡散符号生
成器Ｓ１～Ｓｍにより生成する拡散符号を制御することにより、各ベースバンド処理部で
の逆拡散処理に用いられる拡散符号を任意に変更することができる。
【００３６】
また、例えばベースバンド処理部が異なる拡散符号の数（拡散符号のパターン数）以上備
えられていて、各拡散符号を用いた逆拡散処理がいずれかのベースバンド処理部で必ず行
われるような構成が用いられる場合には、必ずしも各ベースバンド処理部の拡散符号生成
器Ｓ１～Ｓｍにより生成する拡散符号が可変に制御され得る構成が用いられなくともよい
。
【００３７】
以上のように、本例のＣＤＭＡ無線基地局の無線処理部では受信信号をキャリア毎に抽出
して所定のレベルに増幅し、増幅した各キャリアの信号を合成して各ベースバンド処理部
へ出力し、複数のベースバンド処理部では合成信号から逆拡散対象となるキャリアの信号
を抽出し、抽出したキャリア毎の信号を逆拡散する。このような構成により、本例のＣＤ
ＭＡ無線基地局では、例えば通信相手となる移動局との無線通信に用いられるキャリアや
拡散符号に柔軟に対応して、受信信号に含まれる任意のキャリア及び任意の拡散符号によ
る拡散信号（拡散変調された信号）を抽出して逆拡散することができる。また、本例のＣ
ＤＭＡ無線基地局では、例えば複数の異なる周波数のキャリア信号を同時に受信処理（増
幅処理や逆拡散処理等）することも可能である。
【００３８】
また、上記図１に示されるように本例のＣＤＭＡ無線基地局では、例えば従来例に係る上
記図３に示したような複雑なスイッチ（キャリア選択スイッチ部１７）を備える必要はな
く、無線処理部と複数のベースバンド処理部とを接続する構成が非常に簡易である。この
ような簡易な構成により本例のＣＤＭＡ無線基地局では、受信信号に含まれる任意のキャ
リア及び任意の拡散符号に対応して当該キャリア及び当該拡散符号による拡散信号を抽出
して逆拡散するという複雑な信号処理を実現することができる。
【００３９】
次に、上記した本例のＣＤＭＡ無線基地局により行われる動作の具体例を示す。
まず、一例として、或るキャリア１が或る拡散符号１により変調された拡散信号１と他の
キャリア２が他の拡散符号２により変調された拡散信号２とがアンテナ１により同時に受
信された場合を示す。
この場合には、受信信号には拡散信号１と拡散信号２が含まれており、無線処理部では、
いずれかのキャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎにより拡散信号１を抽出して当該信号を可変
利得増幅器Ａ１～Ａｎにより増幅するとともに、他のいずれかのキャリア選択フィルタＦ
１～Ｆｎにより拡散信号２を抽出して当該信号を可変利得増幅器Ａ１～Ａｎにより増幅す
る。
【００４０】
そして、無線処理部から出力される合成信号には増幅された拡散信号１と拡散信号２が含
まれており、例えば一のベースバンド処理部では直交検波器Ｑ１～Ｑｍによりキャリア１
の信号を抽出するとともに逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍにより拡散符号１を用いた逆拡散処理
を行うことにより拡散信号１を復調し、例えば他の一のベースバンド処理部では直交検波
器Ｑ１～Ｑｍによりキャリア２の信号を抽出するとともに逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍにより
拡散符号２を用いた逆拡散処理を行うことにより拡散信号２を復調する。
【００４１】
また、他の例として、或るキャリア１が或る拡散符号１により変調された拡散信号１と他
のキャリア２が同一の拡散符号１により変調された拡散信号２とがアンテナ１により同時
に受信された場合を示す。
この場合には、無線処理部で行われる処理は例えば上記した場合（拡散信号１と拡散信号
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２とで拡散符号が異なる場合）と同様であり、無線処理部からは拡散信号１と拡散信号２
を含む合成信号が出力される。
【００４２】
そして、ベースバンド処理部側では、例えば一のベースバンド処理部では直交検波器Ｑ１
～Ｑｍによりキャリア１の信号を抽出するとともに逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍにより拡散符
号１を用いた逆拡散処理を行うことにより拡散信号１を復調し、例えば他の一のベースバ
ンド処理部では直交検波器Ｑ１～Ｑｍによりキャリア２の信号を抽出するとともに逆拡散
処理部Ｄ１～Ｄｍにより同一の拡散符号１を用いた逆拡散処理を行うことにより拡散信号
２を復調する。
【００４３】
また、他の例として、或るキャリア１が或る拡散符号１により変調された拡散信号１と同
一のキャリア１が他の拡散符号２により変調された拡散信号２とがアンテナ１により同時
に受信された場合にも、本例のＣＤＭＡ無線基地局は対応することが可能である。
この場合には、受信信号には拡散信号１と拡散信号２が含まれており、無線処理部では、
いずれかのキャリア選択フィルタＦ１～Ｆｎにより拡散信号１及び拡散信号２を抽出して
当該信号を可変利得増幅器Ａ１～Ａｎにより増幅する。
【００４４】
そして、無線処理部から出力される合成信号には増幅された拡散信号１と拡散信号２が含
まれており、例えば一のベースバンド処理部では直交検波器Ｑ１～Ｑｍによりキャリア１
の信号を抽出するとともに逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍにより拡散符号１を用いた逆拡散処理
を行うことにより拡散信号１を復調し、例えば他の一のベースバンド処理部では直交検波
器Ｑ１～Ｑｍにより同一のキャリア１の信号を抽出するとともに逆拡散処理部Ｄ１～Ｄｍ
により拡散符号２を用いた逆拡散処理を行うことにより拡散信号２を復調する。
【００４５】
以上のように、本例のＣＤＭＡ無線基地局では、例えば２つの異なる周波数のキャリア信
号が同時に受信された場合であっても、これらのキャリア信号を無線処理部により例えば
並列的に増幅処理等し、増幅した各キャリアの信号を複数のベースバンド処理部により例
えば並列的に逆拡散処理等することが可能である。なお、上記の例では、２つの異なる周
波数のキャリア信号が同時に受信される場合を示したが、例えば３つ以上の異なる周波数
のキャリア信号が同時に受信される場合においても同様に、これらのキャリア信号を例え
ば並列的に受信処理することが可能である。
【００４６】
ここで、異なる周波数のキャリアの数としては、複数であれば特に限定はなく、システム
の使用状況等に応じて任意に設定されてよい。
また、異なる拡散符号の数としても複数であれば特に限定はない。また、例えば全てのキ
ャリアが同じ拡散符号系列により多重化されてもよく、また、例えばそれぞれのキャリア
がキャリア毎に異なる拡散符号系列により多重化されてもよい。
【００４７】
また、本発明に係るＣＤＭＡ無線基地局の構成としては、必ずしも以上に示したものに限
られず、種々な構成が用いられてもよい。
一例として、本発明に係るＣＤＭＡ無線基地局の無線処理部やベースバンド処理部により
行われる各種の処理としては、例えばプロセッサやメモリ等を備えたハードウエア資源に
おいてプロセッサが制御プログラムを実行することにより制御される構成を用いることも
でき、また、例えば当該処理を実行するための各機能手段を独立したハードウエア回路と
して構成することもできる。
【００４８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係るＣＤＭＡ無線基地局によると、複数の異なる周波数の
キャリア及び複数の異なる拡散符号を用いたＣＤＭＡ方式の無線信号を受信し、無線処理
部により受信信号をキャリア毎に所定のレベルに増幅し、複数のベースバンド処理部によ
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りキャリア毎の信号を逆拡散するに際して、無線処理部では受信信号から抽出した各キャ
リアの信号を増幅後に合成して各ベースバンド処理部へ出力し、各ベースバンド処理部で
は当該合成信号から逆拡散対象となるキャリアの信号を抽出するようにしたため、例えば
従来例に係る上記図３に示したような複雑なスイッチ（キャリア選択スイッチ部１７）を
備える必要がなく、無線処理部と複数のベースバンド処理部とを接続する構成を簡易にす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係るＣＤＭＡ無線基地局の構成例を説明するための図である
。
【図２】ＣＤＭＡ無線基地局により処理される信号のスペクトラムの一例を示す図である
。
【図３】従来例に係るＣＤＭＡ無線基地局の構成例を説明するための図である。
【符号の説明】
１・・アンテナ、　２、４・・ＲＦフィルタ、　３・・低雑音増幅器、
５、Ｐ１～Ｐｍ・・ＰＬＬシンセサイザ、　６・・ミキサ、　７・・分配器、
Ｆ１～Ｆｎ・・キャリア選択フィルタ、　Ａ１～Ａｎ・・可変利得増幅器、
Ｃ１～Ｃｎ・・利得制御回路、　８・・合成器、　Ｑ１～Ｑｍ・・直交検波器、
Ｓ１～Ｓｍ・・拡散符号生成器、　Ｄ１～Ｄｍ・・逆拡散処理部、
９・・信号処理部、

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(9) JP 3675659 B2 2005.7.27



【 図 ３ 】
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